
第６号様式

随意契約について

公表年月日 令和８年５月１日

担 当 課 国保年金課

契約業者名・住所

千葉県千葉市稲毛区天台６丁目４番３号

千葉県国民健康保険団体連合会

理事長 小泉 一成

工事等の名称 保険者事務電算共同処理業務委託

工事等の場所 松戸市が指定する場所

種 別 情報処理

工事等期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

契約金額 １件あたり１８円（消費税及び地方消費税を含む）

工事等の概要 診療報酬明細書に基づく電子計算機入力資料の作成

随意契約の理由 千葉県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法（以下「法」という。）第８３条及び第８４条に基づき設

立された公法人である。本市を含む千葉県内の全市町村が当該連合会の会員であり、法第四十五条第五項の

規定により、療養の給付に関する費用の審査及び支払に関する事務を当該連合会に委託しているため、当該

連合会は、本事業を実施するにあたり必要なデータを一元的に管理している。

 また、法第１１３条の３の規定により、保険給付の実施等に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関す

る事務の委託にあたっては、同一都道府県内の各市町村が共同して国民健康保険団体連合会にこれを委託す

ることとなっている。

 以上の理由により、千葉県国民健康保険団体連合会は、本事業を履行するに最適な者であると思料される

ことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約とし、松戸市財務規則第１３８条

第１項第１号を適用し１者からのみ見積書を徴するものである。


